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立教大学個人情報保護委員会規程施行細則 

 
施行  2006年５月26日 

改正  2008年７月24日 

2013年２月28日 

2016年２月１日 

2016年12月15日 

2017年６月１日 

2022年１月21日  

 

(目的) 

第 １ 条 この細則は，立教大学個人情報保護委員会規程（以下「委員会規程」という。）の施行につき必

要な事項を定める。 

(委員会の審議事項) 

第 ２ 条 委員会規程第７条第１項に規定する「個人情報保護に関する全学的な施策に関する事項」は，次

に掲げるもののほか，個人情報保護委員会（以下「委員会」という。）が必要に応じて検討する。 

(1) 個人情報保護のための具体的な対策，マニュアル作成，各部署への周知等企画及び推進に係る事項 

(2) 個人情報保護に係る管理体制に関する事項 

(3) 立教大学個人情報保護規程（以下「保護規程」という。）第２項第13項に定める勤務員等への教育・

啓発活動の企画及び実施 

(4) 学外に向けた広報，説明等 

２ 委員会規程第７条第１項第２号の規定に基づく審議事項は，次に掲げるもののほか，委員会が必要に応

じて検討する。 

(1) 削除 

(2) 保護規程第13条第３項及び保護規程細則第49条に規定する所管情報以外の情報利用の承認に関する

事項 

(3) 保護規程第18条第４項並びに保護規程細則第50条及び同第51条に規定する業務委託の承認に関する

事項 

(4) 保護規程第29条第１項に規定する開示等に要する費用に関する事項 

(5) 保護規程細則第28条第１項に基づき第２章第３節に定める開示等の請求等応じる手続に関する事項 

(6) 委員会規程第６条第３項に規定する緊急を要する例外的承認事項 

(7) 委員会規程第７条第２項に規定する資料提出要求及び意見聴取に関する事項 

(8) 委員会規程第７条第３項に規定する助言，指導又は勧告に関する事項 

(9) 委員会規程第７条第４項に規定する総長への報告又は提案に関する事項 

(10) 委員会規程第８条第４項に規定する小委員会に関する事項 

(11) 立教大学個人情報保護審査会規程第７条第３項の規定に基づき総長から付議された事項 

(個人情報保護実施小委員会) 

第 ３ 条 委員会規程第８条第３項に規定する個人情報保護実施小委員会は，次の各号に掲げる者により構

成する。 

(1) 保護規程第44条に規定する個人情報保護統括管理責任者（以下「統括責任者」という。） 

(2) 委員会規程第３条第１項第５号に規定する有識者 ２名 

(3) 人事部から選出された者 １名 

(4) 教務部から選出された者 １名 

(5) 学生部から選出された者 １名 

(6) その他統括責任者が必要と認めた者 

(改廃) 

第 ４ 条 この細則の改廃は，小委員会の議を経て，総長が行う。 

  

附 則 

この細則は，2006年５月26日から施行する。 

附 則 

この細則は，2008年７月24日から施行する。 
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附 則 

この細則は，2013年２月28日から施行する。 

附 則 

この細則は，2016年２月１日から施行する。 

附 則 

この細則は，2016年12月15日から施行する。 

附 則 

この細則は，2017年６月１日から施行する。 

附 則  

この細則は，2022年４月１日から施行する。  


